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本市の公共施設は、昭和 40～50 年代に建設されたものが多く、今後、更新時期を迎えて

いくことになります。一方、生産年齢人口の減少、経済成⾧が鈍化している中で、市の財政

状況を踏まえると、これらの更新に対応するための十分な財源確保が困難な状況になるこ

とが想定されます。また、事後保全対応されていた施設もあり、建物の状態が芳しくないも

のも多くあります。 

そこで、本市では平成 29 年 3 月（令和 4 年 11 月改定）に「亀山市公共施設等総合管理

計画（以下「管理計画」といいます。）」を策定し、公共施設管理を予防保全型に転換すると

ともに、費用対効果を勘案し、最小の費用で最大の効果を生み出す公共施設の維持管理、更

新を実現していくこととしています。 

一方、学校施設等に関しては、個別施設計画の策定にあたり、文部科学省より平成 27 年

4 月に「学校施設の⾧寿命化計画策定に係る手引」（以下「文科省手引」といいます。）が、

平成 29 年 3 月に「学校施設の⾧寿命化計画策定に係る解説書」が公表されました。さらに

は、令和５年３月に「学校施設の⾧寿命化計画の見直しに向けたコスト試算等に係る解説書」

（以下「文科省解説書」といいます。）が公表され、令和 5 年 9 月に平成 29 年の解説書付

属エクセルソフトのバージョンアップが実施されました。現段階においては、文部科学省か

ら計画の策定及び公表が強く推奨されているところです。 

このような背景の中で、亀山市学校施設等⾧寿命化計画（以下「本計画」といいます。）

は、上記の管理計画を上位計画とし、文科省手引及び文科省解説書を受け、亀山市内小学校、

中学校及び関学校給食センターについて、さらに具体的な施設の⾧寿命化に関する計画を

定めるものです。 

 

  
本計画は、本市の学校施設等の主要建物の大半が建築年数 30 年を経過し、施設の老朽化

が全体的に進んでいる中で、上記の背景や管理計画の方針に基づき当該学校施設等の⾧寿

命化を念頭に、現在ある建物を維持し、適正な改修及び建替え等の時期を設定することを目

的とします。 

加えて、将来的な人口の減少等により厳しい財政状況が想定される中で、効果的な施設整

備が求められていることを踏まえ、当該学校施設等を可能な限り⾧期に使用することでト

ータルコストの縮減や予算の平準化を図りつつ、施設の機能確保を目指します。 
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文科省手引を踏まえ、計画期間を令和 6 年度～令和 17 年度の 12 年間（ただし、実施計

画期間は令和 8 年度～令和 17 年度の 10 年間）とし、5 年程度毎に計画を更新することと

します。ただし、上位計画である管理計画では、平成 29 年度から 60 年間を計画期間とし

ていることから、この期間を見据えて施設整備の検討を行うこととします。 

なお、社会経済状況等の変化により計画に変更が生じる場合については、「亀山市総合

計画」または管理計画と整合を図りながら、5 年程度毎に限らず、必要に応じて本計画を

更新するものとします。 

 

参考（「学校施設の⾧寿命化計画策定に係る手引」）： 

計画期間については、各地方公共団体における教育政策や学校施設の実情を踏まえ、

設定すべきものであるが、少なくとも 10 年以上を見据えた中⾧期的な計画とし、進捗状

況のフォローアップ結果等を踏まえて 5 年程度を目安に計画を更新することが望まし

い。なお、計画期間は、総合管理計画等、連動する計画の期間と関連づけることが重要

である。 

 

 

  
本計画は、本市の保有する学校施設等の今後のあり方について具体的な方針を示すもの

で、図 1-1 で示すとおり管理計画の下位計画として位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【亀山市】 【国】 

亀山市公共施設等総合管理計画 
インフラ⾧寿命化計画 

（行動計画） 

第 2 次亀山市総合計画 
インフラ⾧寿命化基本計画 

（基本計画） 

亀山市学校施設等 

⾧寿命化計画 
 個別 

施設 
個別 
施設 

個別 
施設 

個別 
施設 
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本計画の対象とする学校施設等は表 1-1 に示す 15 施設（小学校：11 校、中学校：3 校、

給食センター：1 施設）とします。 

 

番号 区分 施設名 所在地 

1 

小学校 

亀山西小学校 亀山市本丸町 585 番地 
2 亀山東小学校 亀山市本町一丁目 9 番 9 号 
3 昼生小学校 亀山市中庄町 1405 番地 
4 川崎小学校 亀山市能褒野町 77 番地 22 
5 野登小学校 亀山市両尾町 2124 番地 
6 白川小学校 亀山市白木町 2739 番地 
7 神辺小学校 亀山市太岡寺町 1310 番地 
8 井田川小学校 亀山市みどり町 52 番地 
9 亀山南小学校 亀山市天神三丁目 10 番 25 号 

10 関小学校 亀山市関町木崎 1416 番地 
11 加太小学校 亀山市加太板屋 4569 番地 
12 

中学校 
亀山中学校 亀山市西丸町 564 番地 

13 中部中学校 亀山市田村町 75 番地 
14 関中学校 亀山市関町新所 1863 番地 
15 給食センター 関学校給食センター 亀山市関町木崎 860 番地 
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本計画の対象とする学校施設等の位置は図 1-2 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Google Maps  
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本計画は、「1.4 計画の位置付け」のとおり、管理計画の下位計画として位置付けを行いま

すが、学校施設等整備に関しては、巻末資料「上位関連計画のまとめ」のとおり、国・県・

市の上位計画及び関連計画にそれぞれ関連事項が示されており、本市における学校施設等

の目指すべき姿については、これらを十分考慮した内容とする必要があります。 

まず、「第 2 次亀山市総合計画_後期基本計画」において、基本施策「子どもたちの豊かな

学びと成⾧を支える環境の充実」の施策の方向「②学びの環境の充実」において以下の方向

性が示されており、子どもたちの良好な健康状態が維持できるような学習環境、給食環境の

充実を図りながら、学校施設の⾧寿命化・更新を図っていくことが求められています。 
 

◆子どもたちが安全で快適な学校生活を送ることができるよう、学校施設の予防保全型管

理を進めるとともに、ユニバーサルデザインへの配慮やライフサイクルコストの意識を

持ちながら、学校施設の⾧寿命化・更新に向けた計画づくりに取り組みます。 

◆学校における子どもたちの良好な健康状態が維持できるよう、学習環境や給食環境の充

実を図ります。 
 

さらに、亀山市学校教育ビジョン（令和４年３月改定）において、以下の基本施策が掲げ

られており、学校施設はこの基本施策を実現するものとして整備されていく必要がありま

す。 
 
基本施策Ⅰ：夢や可能性に挑むための「確かな学力・豊かな心・健やかな身体」の育成 

基本施策Ⅱ：新しい時代を生き抜く力の育成 

基本施策Ⅲ：一人ひとりの学びを支える教育の推進 

基本施策Ⅳ：子どもの未来を拓く学びの場づくり 

基本施策Ⅴ：学びを支えるあたたかさあふれる学校づくり 
 

また、「亀山市公共建築物個別施設計画」（平成２９年３月策定）において、学校施設に関

して以下の方向性が示されており、この方向性と整合が取れた計画とすることが必要です。 
 
●小学校共通【方向性：存続】 

◇児童数の増減を見極めながら、増改築若しくは校区変更を実施し、地域の拠点としての機

能を存続します。 

◇給食調理室について、老朽化等により使用に支障を来たした場合には、親子方式（拠点校

における複数校調理）の採用など、調理方式についての検討を行います。 

◇プールについて、老朽化等により使用に支障を来たした場合には、学校間での機能統合や

民間施設の利用についての検討を行います。 

◇予防保全型管理により⾧寿命化を推進し、目標耐用年数の延伸を図ります。 
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●井田川小学校【方向性：増築】 

◇宅地開発の進行により、今後における児童数増加が見込まれるため、教室不足や給食調理

室のスペース不足に備える必要があることから、令和元年・２年度に給食調理室の増築、

令和２年度に校舎の増築を行います。 

（※上記は、既に実施され、完了しています。） 

●中学校共通【方向性：存続】 

◇予防保全型管理により⾧寿命化を推進し、目標耐用年数の延伸を図ります。 

◇生徒数の増減を見極めながら、増改築若しくは校区変更を検討し、地域の拠点としての機

能を存続します。 

◇体育館等の老朽化については、改築、修繕を検討のうえ、対策を講じていきます。 

◇中学校給食については、総合計画前期基本計画に記述する「完全実施に向けた多面的な検

討」の結果を踏まえた取組を進めます。 

●関学校給食センター【方向性：存続】 

◇給食提供学校は、現在３校（関中・関小・加太小）ですが、その他の学校の給食室に支障

が生じた場合には、機能統合についての検討を行います。 

◇予防保全型管理により⾧寿命化を推進し、目標耐用年数の延伸を図ります 
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本章では、学校施設等の実態を述べるにあたり、まずは取り巻く環境である、市の人口及

び児童・生徒数、財政状況を示し、本計画の対象施設の現況情報及び老朽化状況を調査した

結果を整理しました。 

その結果から、従来型及び⾧寿命化型のコストシミュレーションを行い、今後要するコス

トについて、市の財政状況を踏まえ、より効率的な手法等を用い視覚的に示していきます。 

 

  
  

住民基本台帳によると、本市の人口ピラミッドは図 3-1 及び図 3-2 のとおりであり、15

歳未満人口は、平成 30 年の 6,993 人から令和 4 年には 6,822 人へ 171 人減少し、一方では

65 歳以上の高齢者人口は平成 30 年の 13,068 人から令和 4 年には 13,427 人へと 359 人増

加しています。また、生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満の人口）は、平成 30 年の 29,623

人から令和 4 年には 29,214 人へと 409 人減少しています。 

 

出典：平成 30 年 住民基本台帳 

出典：平成 30 年 住民基本台帳 
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次に、図 3-3 に国の方針に基づき、将来の本市の人口フレームを策定した「亀山市人口

ビジョン」に示された将来人口推計を示します。 

本市の人口は、社人研（国立社会保障・人口問題研究所※）推計で、令和 42（2060）年

には 45,658 人となり令和 7（2025）年と比較して約 6,000 人減少するとされています。同

様に、亀山市基本推計及び封鎖人口モデルにおいても将来人口は減少すると推計されてい

ます。 

このような人口減少が予測される中で市の財政状況も厳しくなることが想定され、効率

的に施設整備を行うことが求められます。 

※社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うことを通じて、国民の福祉向上に貢献するこ

とを目的として、平成 8 年に「厚生省人口問題研究所」と「特殊法人社会保障研究所」を統合し

て設立された国立研究所。 

 

出典：亀山市人口ビジョン（平成 29 年 2 月） 

 

  
令和５年５月 1 日時点で小中学校の児童生徒数は表 3-1 及び表 3-2 のとおりであり、１

学年あたり 439 人～495 人の範囲となっています。 

小学校では、現時点において白川小学校、加太小学校、昼生小学校、野登小学校で複式学

級が導入されています。また、亀山南小学校、神辺小学校の 2 校が 6 学級（普通学級）とな

っており、比較的小規模の学校も存在しています。 

中学校では、関中学校が 6 学級（普通学級）となっており、同様に比較的小規模の学校と

いえます。  
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（令和５年５月１日現在） 

施設名 

児 童 数（人） 学級数（学級） 

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計 普通 
特別 

支援 
計 

亀山西 74 100 94 88 89 93 538 18 4 22 

亀山東 65 81 69 79 86 62 442 15 5 20 

昼 生 10 3 9 9 8 9 48 5 0 5 

川 崎 65 74 81 71 74 84 449 15 3 18 

野 登 11 5 12 12 14 8 62 5 1 6 

白 川 9 7 6 8 5 7 42 4 1 5 

神 辺 19 22 20 14 19 33 127 6 3 9 

井田川 126 111 128 130 131 120 746 25 5 30 

亀山南 18 15 19 20 22 17 111 6 1 7 

関 39 39 44 37 38 37 234 10 5 15 

加 太 6 7 6 0 9 4 32 3 1 4 

計 442 464 488 468 495 474 2,831 112 29 141 

出典：令和５年 亀山市教育要覧 

（令和５年５月１日現在） 

施設名 

生 徒 数（人） 学級数（学級） 

1 年 2 年 3 年    計 普通 
特別 

支援 
計 

亀 山 207 189 216    612 18 5 23 

中 部 226 217 187    630 18 4 22 

関 43 55 36    134 6 2 8 

計 476 461 439    1,376 42 11 53 

出典：令和５年 亀山市教育要覧 

 

また、平成 30 年度～令和９年度における、小中学校の児童生徒数の推移は、表 3-3 及び

表 3-4 のとおりです。 

現在、小学校は全児童数 2,900 人前後、中学校は全生徒数 1,300 人前後で、若干の変動が

あるもののほぼ横ばいで推移しています。しかし、その後は、小中学校とも令和３～５年度

をピークとして減少傾向にあると想定されます。 
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  学級数（人） 児童数（人） 

平成 30 年度 142 2,911 

令和元年度 146 2,921 

令和 2 年度 143 2,929 

令和 3 年度 144 2,944 

令和 4 年度 144 2,920 

令和 5 年度 141 2,831 

令和 6 年度（見込） ― 2,680 

令和 7 年度（見込） ― 2,581 

令和 8 年度（見込） ― 2,466 

令和 9 年度（見込） ― 2,352 

出典：令和５年度 亀山市教育要覧 

  学級数（人） 生徒数（人） 

平成 30 年度 48 1,281 

令和元年度 49 1,265 

令和 2 年度 50 1,262 

令和 3 年度 52 1,280 

令和 4 年度 52 1,320 

令和 5 年度 53 1,376 

令和 6 年度（見込） ― 1,340 

令和 7 年度（見込） ― 1,312 

令和 8 年度（見込） ― 1,246 

令和 9 年度（見込） ― 1,255 

出典：令和５年度 亀山市教育要覧 
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近年の本市の歳入、歳出の状況は図 3-4 及び図 3-5 のとおりであり、令和 2 年度～令和

3 年度のコロナ禍に伴う支出の増大を除けば 200 億円程度の財政規模(歳入は国庫支出金が

中心、歳出は民生費が中心)でほぼ横ばいで推移しています。 

財政状況は今後改善していくことが困難な状況の中で、特に昭和５０年前後に建設され

た公共施設が多く、それぞれ老朽化が顕著となっています。現行の事後保全型管理では多大

な更新費用が必要となることが想定され、施設の計画的な改修を進め、費用負担の軽減と事

業支出の平準化を図っていくことが必要となります。 

 

出典：亀山市統計書・決算書 

出典：亀山市統計書・決算書 
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また、図 3-6 に令和５年度の教育費当初予算を示します。小学校費及び中学校費の占め

る割合は 36.5％と、最も占める割合が多くなっています。 

加えて、表 3-5 に教育予算の推移を示します。年度により変動はあり、約 20 億円～30 億

円で推移しています。ただし、平成 30 年度～令和 4 年度については、新図書館整備事業を

実施しており、そのハード対策を除くとほぼ横ばいとなっています。その中で、小中学校費

は令和元年度を除くと、おおよそ８～9 億円程度で推移しています。 

今後の建物の更新等整備費については、この小中学校費に含まれることになり、より計画

的な事業計画が必須となります。 

出典：令和５年度 亀山市教育要覧 

科  目 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 

教 育 費 2,223,846 2,134,629 2,952,565 3,020,285 3,142,961 2,417,080 

・小中学校費計 956,999 672,037 934,381 880,210 797,368 882,201 

（小学校費） 766,767 487,586 738,035 658,686 605,814 677,306 

（中学校費） 190,232 184,451 196,346 221,524 191,554 204,895 

・教育総務費 196,382 177,458 157,619 232,013 154,227 148,625 

・幼稚園費 153,627 193,008 281,225 265,537 269,780 261,783 

・社会教育費 584,093 566,538 1,155,066 1,135,568 1,496,888 647,112 

・保健体育費 162,886 358,412 259,649 330,791 192,854 236,088 

・青少年対策費 28,246 28,173 27,392 27,819 27,559 27,715 

・教育研究費 141,613 139,003 137,233 148,347 204,285 213,556 

出典：令和５年度 亀山市教育要覧 

教育総務費

6.1%

小学校費

28.0%

中学校費

8.5%
幼稚園費

10.8%

社会教育費

26.8%

保健体育費

9.8%

青少年対策

費 1.1%
教育研究費

8.9%
教育総務費

小学校費

中学校費

幼稚園費

社会教育費

保健体育費

青少年対策費

教育研究費



13 

 

 

  
  

対象施設の概要は、表 3-6～表 3-8 のとおりです。 

番号 施設名 校地面積 
（㎡） 

校舎面積 
（㎡） 

体育館面積
（㎡） 

普通 
教室数 

（教室） 

特別 
教室数 

（教室） 

1 亀山西 16,023 6,846 1,388 22 12 

2 亀山東 32,396 4,414 976 20 11 

3 昼 生 18,000 2,677 797 5 10 

4 川 崎 23,283 7,905 919 18 18 

5 野 登 18,677 2,137 533 6 8 

6 白 川 13,557 1,326 535 5 6 

7 神 辺 20,286 3,398 680 9 8 

8 井田川 29,199 6,826 725 30 11 

9 亀山南 19,889 2,252 680 7 8 

10 関 15,125 4,212 1,050 15 12 

11 加 太 8,841 1,903 680 4 7 

出典：令和５年度 亀山市教育要覧

番号 施設名 校地面積 
（㎡） 

校舎面積 
（㎡） 

体育館面積
（㎡） 

普通 
教室数 

（教室） 

特別 
教室数 

（教室） 

12 亀 山 20,834 5,639 1,200 23 18 

13 中 部 57,211 6,283 1,197 22 18 

14 関 25,565 4,164 1,229 8 14 

出典：令和５年度 亀山市教育要覧

番号 施設名 敷地面積 
（㎡） 

施設面積 
（㎡） 

その他施設
面積（㎡） 

対象 
学校数 

対象 
児童生徒数 

15 関学校給食 
センター 746 445 19 3 400 

出典：令和５年度 亀山市教育要覧 
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表 3-9 及び図 3-7 に学校施設関連経費の推移を示します。平成 30 年度から令和４年度

の本市の学校関連経費は増加傾向にあり、委託費、修繕費は概ね横ばいで工事費が減少し

ています。また、光熱水費は大幅に増加（主な要因は電気代。ただし、大幅な電気使用量

の増ではなく、燃料費調整単価等の増によるものです。）していますが、令和５年度の全

小中学校施設のＬＥＤ化に伴い、今後は減少が見込まれることとなります。 

 費目 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

小
学
校 

委託費 29,088,233 19,622,138 21,938,719 21,380,935 23,405,943 

工事費 23,032,919 13,640,360 10,337,800 22,881,650 5,277,800 

修繕費 8,076,915 14,961,946 22,997,898 14,247,323 18,218,935 

光熱水費 52,936,751 55,770,213 58,282,197 66,322,288 86,436,452 

中
学
校 

委託費 5,080,972 4,838,284 5,695,974 5,397,441 5,090,540 

工事費 12,677,148 3,113,000 2,585,000 894,740 407,000 

修繕費 3,643,596 2,209,982 7,103,800 9,401,172 8,088,175 

光熱水費 18,489,817 22,046,944 19,404,361 22,839,470 28,491,183 

給
食
セ
ン
タ
  

委託費 932,476 934,941 2,591,290 1,844,337 1,086,430 

工事費 0 0 0 0 0 

修繕費 2,301,048 692,082 3,044,272 348,150 393,140 

光熱水費 2,597,380 2,567,032 2,363,161 2,632,272 3,465,434 

合
計 

委託費 35,101,681 25,395,363 30,225,983 28,622,713 29,582,913 

工事費 35,710,067 16,753,360 12,922,800 23,776,390 5,684,800 

修繕費 14,021,559 17,864,010 33,145,970 23,996,645 26,700,250 

光熱水費 74,023,948 80,384,189 80,049,719 91,794,030 118,393,069 

亀山市提供資料：学校施設関連経費 
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それぞれの対象施設に関して、想定される災害リスク及び避難所等の指定状況について、

表 3-10 に示します。 

 

施設名 

想定される災害リスク 

避難所等の指定 洪水浸水 

想定区域 

土砂災害 

（特別） 

警戒区域 
 亀山西 ― ― 指定避難所 
 亀山東 ― ― 指定避難所 
 昼 生 ― ― 指定避難所 
 川 崎 ― ― 指定避難所 
 野 登 ― 一部区域内 指定避難所 

小学校 白 川 ― 一部区域内 指定避難所 
 神 辺 一部区域内 ― 指定避難所 

 井田川 ― ― 指定避難所 

 亀山南 ― ― 指定避難所 
 関 ― ― （その他の避難所） 
 加 太 ― 一部区域内 指定避難所 

中学校 

亀 山 ― ― （その他の避難所） 

中 部 ― 一部区域内 指定避難所 

関 ― 一部区域内 指定避難所 

関学校給食センター ― ― ― 

出典：国土交通省 重ねるハザードマップ 

亀山市総合防災マップ 
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対象施設におけるそれぞれの建物について、公立学校施設台帳（以下「学校施設台帳」と

いいます。）を基に、種別、建設年度、規模等の情報を表 3-11 に整理しました。ただし、プ

ールは建築物でないため、別途、表 3-12 に整理しました。 

なお、対象となる建物は、校舎、屋内運動場（体育館）、給食室（給食センターを含む）、

プール付属施設としています。また、文科省解説書では、小規模な建物（倉庫や約 200 ㎡以

下の建物等）を対象外としてよいとなっていることから倉庫は対象外とし、その一方で小規

模でもプレハブ校舎等は、児童生徒が継続して利用するため対象にしています。 

また、表 3-11 のまとめ方については、以下のとおりとします。 

・「学校調査番号」は、学校施設台帳に示される「学校調査番号」として記載しています。 

・「棟番号」は、学校施設台帳に示される各建物の棟番号を示しています。 

・「築年数」は、令和 5 年度を基準としています。 
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001 901 亀山西小学校 校舎 009-1 小学校 校舎 RC 3 3,455 2004 H16 19

002 901 亀山西小学校 校舎 009-2 小学校 校舎 RC 3 3,306 2005 H17 18

003 901 亀山西小学校 屋内運動場 011 小学校 体育館 RC 2 1,388 2005 H17 18

004 901 亀山西小学校 給食室 009-1 小学校 給食センター RC 1 225 2004 H16 19

005 902 亀山東小学校 校舎 001-1 小学校 校舎 RC 3 873 1978 S53 45

006 902 亀山東小学校 校舎 001-2 小学校 校舎 RC 2 1,048 1978 S53 45

007 902 亀山東小学校 校舎 005-1 小学校 校舎 RC 2 1,387 1972 S47 51

008 902 亀山東小学校 校舎 005-2 小学校 校舎 RC 2 514 1975 S50 48

009 902 亀山東小学校 屋内運動場 010 小学校 体育館 RC 2 976 1973 S48 50

010 902 亀山東小学校 給食室 015 小学校 給食センター RC 2 134 1987 S62 36

011 902 亀山東小学校 プール付属屋 018 小学校 その他 S 1 56 2007 H19 16

012 902 亀山東小学校 校舎 021 小学校 校舎 S 2 438 2013 H25 10

013 903 昼生小学校 校舎 008 小学校 校舎 RC 2 2,634 1989 H元 34

014 903 昼生小学校 屋内運動場 009 小学校 体育館 RC 1 797 1989 H元 34

015 903 昼生小学校 給食室 010 小学校 給食センター RC 1 89 1989 H元 34

016 903 昼生小学校 プール付属屋 012 小学校 その他 S 1 130 1990 H2 33

017 904 川崎小学校 屋内運動場 009 小学校 体育館 RC 1 919 1987 S62 36

018 904 川崎小学校 給食室、プール 020 小学校 給食センター RC 2 479 2017 H29 6

019 904 川崎小学校 校舎 021 小学校 校舎 RC 2 2,180 2017 H29 6

020 904 川崎小学校 校舎 022 小学校 校舎 RC 2 1,496 2017 H29 6

021 904 川崎小学校 校舎 023 小学校 校舎 RC 2 3,387 2018 H30 5

022 905 野登小学校 屋内運動場 001 小学校 体育館 RC 1 533 1979 S54 44

023 905 野登小学校 校舎 002-1 小学校 校舎 RC 2 1,280 1977 S52 46

024 905 野登小学校 校舎 002-2 小学校 校舎 RC 2 665 1979 S54 44

025 905 野登小学校 給食室 003 小学校 給食センター S 1 111 1977 S52 46

026 905 野登小学校 プール付属屋 005 小学校 その他 S 1 37 1978 S53 45

027 905 野登小学校 校舎 009 小学校 校舎 S 1 81 1991 H3 32

028 905 野登小学校 会議室 010 小学校 その他 S 1 38 2002 H14 21

構造
延床
面積
（㎡） 西暦 和暦

築年
数

施設名 建物名 棟番号
学校種別

建物基本情報

通し
番号

学校
調査
番号

用途区分

建物用途
階数

建築年度

 

 

 

：築30年以上：築50年以上
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029 907 白川小学校 校舎 001 小学校 校舎 W 1 536 1952 S27 71

030 907 白川小学校 校舎 002 小学校 校舎 W 1 536 1952 S27 71

031 907 白川小学校 便所 006 小学校 その他 W 1 27 1952 S27 71

032 907 白川小学校 屋内運動場 008 小学校 体育館 RC 1 535 1978 S53 45

033 907 白川小学校 プール付属屋 009 小学校 校舎 S 1 17 1983 S58 40

034 907 白川小学校 便所 011 小学校 校舎 S 1 15 1988 S63 35

035 907 白川小学校 校舎 013 小学校 校舎 S 1 81 1990 H2 33

036 907 白川小学校 給食室 014 小学校 給食センター S 1 89 1993 H5 30

037 907 白川小学校 校舎 015 小学校 校舎 S 1 16 1991 H3 32

038 907 白川小学校 校舎 016 小学校 校舎 S 1 16 1994 H6 29

039 907 白川小学校 プール(便所) 020 小学校 その他 S 1 7 1983 S58 40

040 908 神辺小学校 屋内運動場 007 小学校 体育館 RC 1 680 1980 S55 43

041 908 神辺小学校 校舎 016 小学校 校舎 RC 2 3,300 1997 H9 26

042 908 神辺小学校 プール付属屋 017 小学校 その他 RC 1 97 1997 H9 26

043 908 神辺小学校 給食室 016 小学校 給食センター RC 1 124 1997 H9 26

044 910 井田川小学校 校舎 001-1 小学校 校舎 RC 3 2,137 1978 S53 45

045 910 井田川小学校 校舎 001-2 小学校 校舎 RC 3 1,398 1979 S54 44

046 910 井田川小学校 校舎 001-3 小学校 校舎 RC 3 557 1985 S60 38

047 910 井田川小学校 校舎 001-4 小学校 校舎 RC 3 442 1988 S63 35

048 910 井田川小学校 校舎 001-5 小学校 校舎 RC 3 579 1988 S63 35

049 910 井田川小学校 屋内運動場 003 小学校 体育館 RC 1 725 1979 S54 44

050 910 井田川小学校 給食室 004-1 小学校 給食センター RC 1 134 1979 S54 44

051 910 井田川小学校 給食室 004-2 小学校 給食センター S 1 68 1993 H5 30

052 910 井田川小学校 校舎 010 小学校 校舎 S 1 164 1992 H4 31

053 910 井田川小学校 校舎 011 小学校 校舎 S 1 153 2007 H19 16

054 910 井田川小学校 給食休憩室 012-1 小学校 給食センター S 1 13 1988 S63 35

055 910 井田川小学校 給食室便所 012-2 小学校 給食センター S 1 7 2020 R2 3

056 910 井田川小学校 校舎 013 小学校 校舎 RC 2 961 2012 H24 11

057 910 井田川小学校 校舎 014 小学校 校舎 RC 1 386 2020 R2 3

058 911 亀山南小学校 校舎 001 小学校 校舎 RC 2 1,870 1981 S56 42

059 911 亀山南小学校 給食室 005 小学校 給食センター S 1 109 1981 S56 42

060 911 亀山南小学校 屋内運動場 006 小学校 体育館 RC 1 680 1981 S56 42

061 911 亀山南小学校 プール付属屋 007 小学校 その他 S 1 75 1982 S57 41

062 911 亀山南小学校 校舎 010 小学校 校舎 S 1 40 1984 S59 39

063 911 亀山南小学校 校舎 013 小学校 校舎 S 1 180 2001 H13 22

064 911 亀山南小学校 校舎 014 小学校 校舎 S 1 41 2005 H17 18

構造
延床
面積
（㎡） 西暦 和暦

築年
数

施設名 建物名 棟番号
学校種別

建物基本情報

通し
番号

学校
調査
番号

用途区分

建物用途
階数

建築年度

：築30年以上：築50年以上

 

 

 

 














































































